
尾張旭市議会議長殿

一般質問(代表

^

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により3月定例会において別紙の

とおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。
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1 

 

別紙                    氏 名  市原 誠二     

質 問 事 項 

 

№  １   

尾張旭市保養センター「尾張あさひ苑」のＰＲ・利用者増加

施策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

尾張旭市が所有する保養センター「尾張あさひ苑」は、コロナ禍や社会経

済情勢の変化により、運営が厳しい状況にあります。一方で、外壁や内装、

空調機などの改修や客室のリニューアル、「星空さんぽ」や「魚釣り体験」

などのイベント開催を通じて、利用者数の増加を図る努力も行われていま

す。 

更なる利用者数の増加を図るための施策について、以下の３点について伺

います。 

 

（１）市役所玄関に「尾張あさひ苑」（昼神温泉）の源泉を用いた足湯サー

ビスの実施による「尾張あさひ苑」のＰＲ活動について 

 

（２）「尾張あさひ苑」に会議スペースを設置し、送迎バスの企業巡回によ

る企業団体利用者の獲得について 

 

（３）現状の「尾張あさひ苑」の状況をいかした健康プログラム（プチ断食

講座、デジタルデトックス）の実施による市民の健康サポートについて 

 

                        ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  市原 誠二     

質 問 事 項 

 

№  ２   

罹災証明書の申請様式の統一について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

内閣府は、南海トラフ地震などの大規模災害に備え、罹災証明書の申請様

式の統一を進めています。尾張旭市でもこの統一様式を導入することで、被

災者支援の迅速化と効率化を図ることができると考えます。罹災証明書は、

住民の被害程度を判定し、被災者生活再建支援金の受取や仮設住宅への入居

に必要となる重要な書類です。 

以下の２点について伺います。 

 

（１）現在の罹災証明書申請について 

ア 現在の申請手続と様式について 

イ 能登半島地震等への支援職員派遣の経験から申請時対応の苦労につ  

いて 

 

（２）罹災証明書の申請様式の統一について 

ア 統一様式の導入について 

イ 統一様式の導入に向けた準備状況について 

                        ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  市原 誠二     

質 問 事 項 

 

№  ３   

「証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）」と「自治体内シンク 

タンク」の設立について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

ＥＢＰＭとは、「Evidence－based Policy Making」の略で、「証拠に基づ

く政策立案」と訳されます。アンケートなどの定性的なデータを用いる代わ

りに、データや効果を示す証拠に基づいて政策を立案し、事業を進めるＥＢ

ＰＭの考え方を基本にすることを提案します。 

ＥＢＰＭの考えを意識することで、透明性が高く、より効果的な政策が立

案できるようになるのではないかと考えます。また、データに基づく意思決

定は、政策の評価や改善にも役立つと思います。例えば、ある事業の成果を

測定し、分析することで、次回の政策立案にフィードバックすることができ

ます。 

さらに、上記の政策立案機能を実行するため、外部のコンサルタント会社

等に業務委託していた事業を取り込み、自前で政策・事業立案ができるよう

な体制も必要かと考えています。 

そこで、以下の２点について伺います。 

 

（１）ＥＢＰＭを活用した政策立案や課題の抽出について 

 

（２）自治体内シンクタンク（仮称：現在過去みらい研究所）の設立につい    

  て 

 

                        ※ 申し合わせ事項に留意する。 

 


